
権威と言語

～掟の可能性に関するトレント公会議決議書のアルノーとパスカルの解釈をめぐって～

望　月　ゆ　か

はじめに

「真空論序言』P励6θs〃7陀伽彪伽擁鹿（16511））の中でパスカルBlaise　Pasca1（1623一

1662）は学問を認識論的観点から二つに区別している。一つ目は，「歴史，地理，法律，言語，とり

わけ神学といった，要するに単純な事実や人間もしくは神の手になる制度を原理とするような事

柄」《［＿］1’histoire，［＿］la　g60graphie，［＿］1a　jurisprudence，［＿］Ies　langues，　et　surtout［＿］la

th6010gie，　et　e㎡in［．．．］toutes　celles　qui　ont　pour　principe，　ou　le　fait　simple，　ou　rinstitution

divine　ou　humaine2）》に関する学問であり，知識は書物或いは書物の著者という《権威》autorit6

のみから得られる。　　　　　　　　’

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

フランスの最初の王が誰であったか，地理学者は本初子午線をどこに置いているか，ある

死語においてどんな言葉が使われていたか，などこの種の諸々の事柄を知ることが問題にな

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　　っている場合，書物以外に我々をそこに導いてくれる手段があるだろうか。

S’il　s’agit　de　savoir　qui　fut　premier　roi　des　Frangais，　en　quel　lieu　les　g60graphes

placent　le　premier　m6ridien，　quels　mots　sontへusit6s　dans　une　langue　morte，　et　toutes　les

choses　de　cette　nature，　quels　autres　moyens　que　les　livres　pourraient　nous　y　conduire3》？

書物に書いてあることを知るのがこの種の学問の目的であるから，我々はそこに何か新しく書

き加えたりすることはない。知の総体は常に一定不変である4）。

さて，権威が最も重みをもつ学問は神学である。神学における権威は（我々が問題にするのは

カトリック的立場である），聖書と伝承［聖伝］tradition（教父の著作，公会議や教皇の決定など）

から構成されるが，この権威の重みは次の二点に由来する。第一に，他の学問では書物が時に誤

った事実を伝え，十分な権威をもつとは限らないのに対し，神学の場合，権威は神の啓示である
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という点で真理と不可分であるということ。第二に，その真理は感覚や理性を超越しており，我々　・

は権威による以外に真理を知る手段をもたないからである。

このような権威の学問に対し，「幾何学，算術，音楽，物理学，医学，建築といった実験や推論

に依拠するあらゆる学問」《1a　g60m6trie，1’arithm6tique，1a　musique，1a　physique，1a　m6decine，

1’architecture，　et　toutes　les　sciences　qui　sont　so㎜ises　a　1’exp6rience　et　au　raisomement5）》

においては，理性のみが認識の源泉であり，権威は「無用」《inutile6）》である。ここでは扱われる

主題が「精神の理解力と釣り合っている」《proportionn6s　a　la　port6e　de　l’esprit7）》ので，精神

は権威に束縛されることなく自由にその力を発揮し，「その創意は終わることも絶えることもな

い」《ses　inventions　peuvent　etre　tout　ensemble　sans丘n　et　sans　interruption8》》。従って，それ

らの学問は「完全になるためには増し加えられねばならない」《doivent　etre　augment6es，　pour

devenir　parfaites9）》。「進歩」するこの種の学問においては，権威の学問とは逆に，我々は古人の

業績に新たな創意・発見を加え，知の総体を増加させてゆくのである1°）。

以上のように権威と理性，知の総体の不変と増加という原理から二種類の学問を区別したパス

カルは，これらの原理を混同する人々を戒める。物理学において「自然は真空を嫌悪する」とい

うアリストテレスの命題を金科玉条の権威にして，その反証となるような新しい真空実験の結果

を認めようとしない人々は「臆病者」《timides　11）》であり，神学において聖書や教父の権威の代わ

りに推論のみに依拠して「新説」《nouveaut6s12）》を産み出そうとする人々は「不遜の輩」

《t6m6rairesl3）》である。

しかし，物理学はともかく，神学については問題は単純ではない。権威に依拠しない，つまり

権威のテクストを引用しない神学は確かに不遜であるが，逆に権威の引用をしても「新説」即ち

異端と判断される場合があるからである。例えばルターが「信仰のみ」という彼の教義を「ロマ

書講義」をはじめとする聖書講義の中で，時にアウグスティヌスの権威を引きつつ論じているこ

とを思い起こそう。権威は引用次第では，神学という権威の学問にあってはならない新しい要素

を付け加えることになってしまうのである。このような事態が生じるのは，権威のテクストが必

ずしも真理を一義的な形で伝えず，表面上（カトリック的立場からみて）異端的解釈を許すよう

に見える場合があるためである。従って神学においては，時に曖昧な権威の言語の正しい意味を

見つけること，つまり権威の言語の解釈が非常に重要なのである。

1　掟の可能性をめぐる論争の歴史的・教義的背景　“F

1640年，聖アウグスティヌスの思想を体系的にまとめたスペイン領フランドルはイープルの司

教ジャンセニウスCornelius　Jans6nius（1585－1638）の「アウグスティヌス」11％g粥伽粥が死後出
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版の形でルーヴァン，次いでパリで出版された。ジャンセニウスはこの著書でイエズス会士モリ

一ナLuis　de　Molina（153ト1600）の教義はペラギウス派，ならびに半ペラギウス派の異端1》である

と批判したため，同地のイエズス会士たちは翌1641年に早速6本の学位論文2》の中で，トレント公

会議3）とバイウスを断罪した教皇ピウス5世とグレゴリウス13世の勅書4》の決定を引いて，ジャン

セニウスの教義はカルヴィニスムの繰り返しであると反撃する一方で，彼らモリニストはアウグ

スティヌスをはじめとする伝承に従う正統派であると主張した5）。ジャンセニウスの擁護者たち

（彼ら自身は「聖アウグスティヌスの弟子たち」と自称，「ジャンセニスト」は論敵からの異端の

意を込めた蔑称。そのフランスにおける牙城がポール・ロワヤルである）はそれに対し，権威に

背いているのはモリニストの方であると反論する。ジャンセニスム論争はまさに権威の言語解釈

をめぐって始まったのである。

イエズス会士の学位論文には後のジャンセニスム論争における主要な教義上の論点が全て含ま

れており，「カトリック神学辞典』Dゴ漉oπ％α吻46〃吻Zogづ60α伽勿紹の《j　ans6nisme》の項の

執筆者カレールによれば，17，18世紀を通じてのモリニストのジャンセニスト攻撃のモデルを提

供した6》。パスカルの『恩寵文書』Eo燃sπ7勉0矯66（メナール氏による推定執筆年代は1655年

初秋から1656年初春7））において救霊予定と並ぷ大きなテーマである神の掟の遵守の可能性も，既

にこの時点においてジャンセニストとモリニストの対立点としてクローズアップされていた。「恩

寵文書』の中でパスカルは，この点に関するジャンセニスト（パスカルはもちろんこの名称は用

いず，「アウグスティヌスの弟子たち」の教義は教会の教義そのものであるとの立場に立っている

が8），本稿では便宜上ジャンセニストという呼称を用いることにする）の解釈はトレント公会議及

びアウグスティヌスの教えに合致しており，モリニストの解釈の方は逆にそれらの権威に背いて

いることを論証しているが，これは権威の言語をめぐる両派の論争を歴史的背景とするものであ

る。

、　　筆者は，パスカルにおける神学とレトリックとの関わりをジャンセニスム論争という大きな流

れの中でとらえることを長期的研究テーマとして考えているが，本稿ではその出発点として，パ

スカルが「恩寵文書」の中で行っている掟の可能性に関するトレント公会議決議書の言語解釈を，

アルノーAntoine　Arnauld，　dit　le　Grand（1612－1694）の「ジャンセニウス氏の第二の弁護』

Sθoo％48！1ρo‘og髭ρo％γ忽oηs勧7ル”sd痂％s（1645）の中の議論と比較してみたい。

フランスにおいてジャンセニウスの「アウグスティヌス」を直接の対象とする論争が起こるき

っかけとなったのは，1642年終わりから1643年初めにかけてパリ司教座付き神学教授th6010ga1

de　Parisで後にヴァープルの司教となるアベールIsaac　Habertがパリのノートル・ダム寺院で

行った三回の説教である。その中でアベールは世俗の一般人を相手にジャンセニウスの教義を攻

撃した。世論へのダメージを憂慮したジャンセニスト陣営では，ソルボンヌの神学博士の資格を

取って間もないアルノーが「ジャンセニウス氏の弁護」・4ρoの炉θρo％7〃o競π7ルπs6”伽s（1644

（　　　　　　　13
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出版）（通例「ジャンセニウス氏の第一の弁護』と呼ばれる）で応酬し，アウグスティヌスの権威

の絶対性，ジャンセニウスの教義とアウグスティヌスの教義との同一性について，専門的な神学

議論を普通のフランス語でわかりやすく説明し，インテリ大衆の間で成功を収めた。アベールが

これに対し『教会の信仰の擁護』Lα4⑳〃sθ4θ勉ルづ4θZ取鷹6（1644）で反駁してきたので，改

めてジャンセニウスの教義がアウグスティヌスの教義の忠実な解釈に他ならないことを論じたの

が，『ジャンセニウス氏の第二の弁護』である9）。

この『第二の弁護』を比較の対象に選んだ理由は，第一に，ポール・ロワヤルを代表する神学

者であるアルノーが恐らく最初に掟の可能性を論じたのがこの著作であるということ。第二に，

パスカルがアルノーの著作を『恩寵文書』執筆の際に参考にしたであろうということ1°）。第三に，

『第三の弁護』の有する資料的価値。ジャンセニスムに関する論争書のほとんどは日本では見る

ことのできないものであるが，アルノーのこの著作はジャンセニスト側，反ジャンセニスト側の

議論を垣間見させてくれる。後述のように，アルノーの議論の一つは別のジャンセニストの議論

を借用しており，ポール・ロワヤル的議論の一つのモデルを示唆している。また，アルノーの記

述に従えぱ，アベールが掟の可能性に関してジャンセニウスが権威に背いていると非難する際の

議論は，『ジャンセニウスの命題抜粋』翫’履’4θ4〃吻・κθs加oゆos漉oπs　46ルηs6魏s（1643）と題

す匿名論文の内容と大差なく11），さらに『命題抜粋』は，カレールによると，先述のルーヴァンの

イエズス会士の学位論文の要約にすぎない12）。従って我々は『第二の弁護』で攻撃されているアベ

一ルの議論を通してモリニスト側の議論の一端に触れることもできるはずである。以上の理由に

よって選んだ『ジャンセニウス氏の第二の弁護』と『恩寵文書』を，掟の可能性に関するアルノ

一とパスカルによる権威（トレント公会議）の言語解釈とその議論法一ペレルマン風に言えばレ

トリックーから比較をすることで，両者の共通点（そして恐らくポール・ロワヤル的特徴）とパ

スカルの独自性について何らかの見通しが得られるのではないかと考えている。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仏@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

ｪ析に入る前に，用語の意味と掟の可能性についてのジャンセニスト，モリニストの解釈とそ

の教義的背景について簡単に触れておく。　　　　　　　　　　　　　　　　　’

まず《掟》commandement／pr6cepteについて。掟にはそれを犯せば《大罪》p6ch6　morte1（人

を義化する《成聖の恩寵》grace　sancti飴nteを失わせ地獄堕ちを招く罪）となる掟，つまり十戒

と，犯しても《小罪》p6ch6　v6niel（原義は《許され得る罪》。恩寵を完全に失うには至らない罪）

にしかならない掟の二つがある。本稿では特に義人が掟を守る可能性を問題にするが，《義人》

justeとは，ごく簡単に言えば，洗礼によって成聖の恩寵を受けた後，大罪を犯さないでいる人の

ことで，死ぬまでこの義の状態を堅忍（《終わりに至るまでの堅忍》pers6v6rance　jusqu’a　la血1）

14
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した人は永遠の生命を得る。全ての義人がこの終わりまでの堅忍の賜（恩寵）を受けるわけでは

なく，途中で大罪を犯してつまずき義人の資格を失う者もいる。
●　　　●　　　●　　　●

さてモリニストによれば，義人によらず全ての人にとって掟は常に可能である。神は全ての人

に掟を守るための《十分な恩寵》grace　su伍santeを与えており，その恩寵を用いるか否かは人間

の自由意志の決定に委ねられている。人間は神から別の恩寵を受けずに（「十分な」恩寵の意味は

ここに由来），自分でそうしようと望みさえすれば掟を守ることができる。一方ジャンセニストに

よれば，アダムの原罪以後，自由意志にはモリニストの認めるような力はもはやなく，義人です

ら神から一瞬一瞬新しい恩寵を受けなければ，掟を守ることもそれを望むことすらもできない。

この恩寵は，授かれば必ず掟を守ることができる（必ず効果を生ずるので《効果的恩寵》grace

e伍caceと呼ばれる）ものであるが，義人であっても常に与えられる保証はない。従って掟は義人
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

にとって時に可能であり時に不可能である。ちなみにルター派とカルヴァン派は，人間は救いが
●　　　●　　　●　　　●　　　●

たく罪にまみれており，恩寵に助けられた義人にとってすら，掟は常に不可能であると考える。

義人は，彼らによれば，実際には罪人であるのを神が憐れみによって義人とみなす限りにおいて

義人である。

　　　II　アルノーの議論

C

アベールは「教会の信仰の擁護』の中で，ジャンセニウスの教義が12の項目においてアウグス

ティヌスの教義と異なり，従って誤謬であり異端であると主張するが，その第7項《神の掟の可

能性について》で，ジャンセニウスの「アウグスティヌス」の一節がアウグスティヌス及びトレ

ント公会議の言葉に反すると非難している。アルノーは第7項を『ジャンセニウス氏の第二の弁

」　護』第3部第1章でボまた第7項に関連する第8項《罪に落ちないよう神が人間に与える恩寵に

ついて》を同第2章で論じる。さらに第3部第29章では，アベールによってジャンセニウスの教

義の断罪につながるものとして引かれたトレント公会議の4つの章句を解釈するが，ここで改め

て掟の可能性について第7項で問題になった章句を取り上げる。

さて，アベールによって問題にされた掟の可能性に関するジャンセニウスの一節は次の通り。

信仰をもたない者，盲目な者，頑なな者にとって不可能なだけでなく，信仰をもつ者や義

人が現在もっている力によってそうしようと望んでも努めても不可能な掟がある。それを可

能にしてくれる恩寵も欠けている。

Pr蓬£cepta　quaedam　hominibus　non　tantum　in負delibus，　obccecatis，　et　obduratis，　sed

且delibus　quoque　et　iustis，　volentibus，　conantibus，　secunduln　prεesentes　quas　habent　vires，

15
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impossibilia；d㏄sse　quoque　gratiam　qua　possibilia五ant1》．

彼によれば，これは次に引用するトレント公会議の義化に関する第6総会2）の規定第18条によ

り断罪されている教義に相当する。

神の掟は，義化され恩寵のもとにある人にとってすら守るのは不可能であると言う者あれ

ば，破門さるべし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Si　quis　dixerit，　Dei　prεecepta　homini　etiam　iustificato　et　sub　gratia　constituto，　esse

ad　observand㎜impossibilia，　Anathema　sit3N

確かに言葉の上ではアベールの言うように，トレント公会議の断罪するルター派とカルヴァン

派の教義とジャンセニウスの章句は同じものに見える。こうした文面上の一致は，モリニストが

ジャンセニウスの教義をカルヴィニスムの蒸返しと攻撃する際の有力な根拠の一つである。それ

に対しアルノーは，ジャンセニウスの掟の可能性に関する教義はルター派やカルヴァン派の教え

るところとは異なっており，公会議の意図4》が後者の断罪にある以上，ここでジャンセニウスを持

ち出すのは規定の文面を悪用することだと述べ，単なる文面上の一致から前者の断罪を引き出す

ことは不当であると論証する。なおアルノーは，公会議の意図によるこの論証がバルコスの「「ジ

ヤンセニウスの命題抜粋」反駁』1～⑳oπs8δ％πE6ガ擁漉ムπ勧Extrait　de　quelques　Propositions

de　Jans6nius（1643）において既になされていることを断っている5）。

［……］「神の掟は，義化され恩寵の働きのもとにある人にとってすら不可能であると言う

者あれば，破門さるべし」という公会議の第6総会規定第18条は，アベール氏によれば，イ

一プル氏［ジャンセニウス］が聖アウグスティヌスに基づいて述べている次の教義「義人は時

に神の命じたことを行えないことがあるが，それは新たな恩寵の助けをまだ受けていないか

らである」と反対の決定を下しているという。しかし，この規定をイープル氏に対立させる

ことが規定の悪用になることは，やはり上述の著書［バルコスの著書］によって既に論証済み

である。なぜなら，ここで断罪の対象として念頭に置かれているのは，「神の掟は人間にはあ

まりにも不可能なので，罪の状態にあるときだけでなく，恩寵の状態にあってその助けがあ

るときですら，人間は一つたりとも掟を守ることはできない」と教えるルター派とカルヴァ

ン派でしかないからである。

［．．．］“Si　quelqu’un　dit，　qu’il　est　impossible，　qu’un　homme，　meme　justi丘6，　et　qui　est　sous

1a　conduite　de　la脚，　obse鐸e　l㏄co㎜andements　de　Dieu，　qu’il　soit　anath6me．”Ce

que　M．　Habert　pr6tend　etre　contraire　a　ce　que　M．　d’Ypres　enseigne　apres　S．　Augustin；
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que　les　Justes　se　trouvent　quelquefois　dans　1’impuissance　d’observer　ce　que　Dieu　comma血

de，　sans　le　s㏄ours　d’une　nouvelle　grace　qu’ils　n’ont　point　encore．　Mais　on　a　fait　encore

voir　dans　cet　Ecrit　marqu6　ci・dessus，　que　c’est　abuser　de　ce　Canon，　que　de　l’opposer　a　M．

d’Ypres；parce　qu’il　ne　regarde　que　les　Luth6riens　et　les　Calvinistes，　qui　enseignent，　que

1es　commandements　sont　tellement　impossibles　a　1’homme，　qu’il　n’en　peut　j　amais　accom・

plir　aucun，　non　seulement　en　6tat　de　p6ch6，　mais　meme　en　6tat　de　grace，　et　6tant　aid6　par

la　grace6）．

この後アルノーはバルコスにならって，規定第18条の欄外に引用してある第6総会第11章の一

文を引用し7），文脈からカノンの意図を確認する。さらにそれで満足せずに，イエズス会士ペラル

マン枢機卿Cardinal　Bellarminもトレント公会議によって断罪されている掟の不可能性をルタ

一派並びにカルヴァン派の教義と解釈していることを示し，イエズス会士の議論を取り入れてい

るアベールに対する《対人論法》arg㎜ent　ad　hominemを展開し，議論を強化する8）。

ジャンセニウスの教義がトレント公会議の断罪とは無関係であることは以上の議論によって証

明された。それでは彼の教義を今度は積極的に正統とみなす根拠となるようなテクストはトレン

ト公会議にはないのだろうか。残念ながら直接の文面からそれを証明することはできない。しか

しアルノーは，語句の言い換えによって間接的に，掟の可能性に関するジャンセニウスの教義の

正統性とモリニストの教義の異端性を証明する。第6総会規定第16条は終わりまでの堅忍の賜に

ついての決定であるが9），「掟を守る＝堅忍の賜を受ける」と言い換えることで，アルノーはこの

規定と掟に関するジャンセニウスとモリニストの教義とを結びつけるのである。

従って，犯せぱ大罪となるような掟を守ることの不可能性に関してイープル氏が「この不

可能性は時に義人の内にある」と述べるときには，つまずきの結果義の状態から失墜する義

人を問題にしているのである。［義人でありながら大罪を犯すことはガトリックの義人の定義

から言って不可能である。］さてこれは「全ての義人が堅忍の賜を受けるとは限らない」と言

うことに他ならない。この教義は全教会によって正統と認められており，トレント公会議も

［規定第16条で］「義人は堅忍の賜を受けることを確信できる」と言う者を破門宣告すること

でそれをはっきりと言明している。一方イープル氏の敵［モリニスト］は，掟の不可能性とい

う点に関して彼の教義をまことしやかに謎責しようとするならば，神が常に全ての義人に堅

忍の賜を与えていると主張すゐはずであるが，その場合全ての義人が一様に堅忍を確信でき

ることになるのは明白である［ところがこれは公会議により断罪されている教義に他ならな

い］。

Ainsi，　pour　ce　qui　regarde　rimpuissance　d’accomplir　les　Commandements，　qui
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obligent　sous　peine　de　p6ch6　morte1，　ce　n’est　qu’au　regard　des　Justes　qui　tombent，　que　M．

d’Ypres　dit；que　cette　impuissance　se　trouve　quelquefois　dans　les　Justes．　Ce　qui　ne　veut

dire　autre　chose，　sinon，　que　tous　les　Justes　n’ont　pas　le　don　de　pers6v6rance，　comme　toute

rEglise　le　reconna宝t，　et　comme　le　Concile　de　Trente　l’a　formellement　d6clar6，　en　condam・

nant　d’anath6me　ceux　qui　diraient，　que　les　Justes　se　peuvent　croire　assur6s　d’avoir　le　don

de　pers6v6rance；6tant　visible　que　tous　les　Justes　g6n6ralement　s’en　pourraient　assurer，

si　Dieu　ne　manquait　jamais　de　le　donner　a　tous　les　Justes，　ainsi　que　doivent　pr6tendre　les

adversaires　de　M．　d’Ypres，　pour　censurer　avec　couleur　sa　doctrine　sur　ce　pointlo》．

アベールがジャンセニウスの断罪につながるものとして単独に提示した規定第18条を，それの

属する第6総会全体の文脈の一部とみなし，第11章から公会議の意図を確認し，規定第16条から

論理操作によって間接的に教義の正統性ないしは異端性を引き出すこと，アルノーによるこの議

論法は，恐らくポール・ロワヤルの神学者たちの好んで用いた議論法であると推測されるが，次

にみるように，パスカルもまた『恩寵文書』で同様の論証を行っている。

IIIパスカルの議論

アルノーによって『ジャンセニウス氏の第二の弁護』が書かれてから『恩寵文書』をパスカル

が執筆開始時期とメナール氏が推定する1655年初秋までの約10年の間に，ジャンセニストは次第

に形勢不利な状況に追い詰められるが，その各局面で掟の可能性は主要な論点となっている。

1649年7月1日，パリ大学神学部（ソルボンヌ）評議会長syndicニコラ・コルネNicolas　Cornet

が，学士の論文に含まれていたという七命題を評議会に提出，審議を要請すを。こめ七命題は間

もなくジャンセニウスの『アウグスティヌス』に関する五命題に限定され，その後1653年5月31

日，教皇インノケンティウス10世の大勅書『クム・オカーシオーネ」C％〃306αお加θによって，

「アウグスティヌス』からこの五命題という要約の形で提出されたジャンセニウスの教義が断罪

された。五命題のうちの第一命題は，アベールからトレント公会議により断罪された教義である

と非難された掟に関する『アウグスティヌス』の一節を，対象を義人に絞り，不定法構文を完全

な文に直した以外はほぼ原文通りに引いたものであった1》。また『恩寵文書』の執筆開始から間も

なくの1655年11月4日，ソルボンヌの新評議会長ギヤールClaude　Guyardが「ソルボンヌ博士ア

ルノー氏がフランスのある大貴族に宛てた第二の手紙』＆ωπ吻L観㎎4θ〃．・4魏傭砿」Doo伽γ

4θ＆）7加ππ¢δππ♂2κ6’加ゴ746F鵤η68（1655．7．10付）の審議を要請し，同年12月1日，6名

の博士から成る委員会によって，アルノーが『アウグスティヌス』にはインノケンティウス10世
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によって断罪された五命題は見当たらないと述べているくだり（事実問題）が大勅書に背くとし

て，また，義人である聖ペトロがキリストを三度否認したときに，彼にはそれなしでは何もでき

ない恩寵が欠けていた，と述べているくだり（法問題）が断罪された第一命題を繰り返している

として，それぞれ断罪に値するものと判断された。この後，ソルボンヌの博士たちによる投票の

結果，1656年1月14日に事実問題について，1月29日には法問題についての謎責が決定され，2

月15日，アルノーはソルボンヌから追放される2）。

さて，未完の草稿集である『恩寵文書』はメナール版では，形式的観点より「手紙L雄物（以

下Lと略記），「小論D魏o〃欝」（同D），「論孜丁勉漉」（同T）とに区分され，二つの引用集を含

む15のテクストが執筆年代順にL1～L7，　D　1～D5，　T　1～T3の順序で配列されている。

『恩寵文書』の主題は掟の可能性と救霊予定pr6destinationであるが，前者は「手紙」と「小論」

で，後者は「論孜」で論じられる。本稿で問題にしている掟の可能性についてのトレント公会議

の決議は，L1，　L　2，　D　1，　D　2，　D　4，　D　5で扱われている。パスカルの論証は稿を新たに

する毎に変化をみせるが，論証の出発点は常に「掟は義人にとって不可能ではない」《Les　com・

mandements　ne　sont　pas　impossibles　aux　justes》という命題である。これは次のトレント公会

議第6総会第11章冒頭部一

さて，何人たりとも，どれほど義とされているとしても，掟を守る義務を免じられている

と考えてはならない。また，＾「掟の遵守は義人には不可能である」というような不遜なことを

言ってはならない。それは教父たちによって破門をもって禁じられている。

Nemo　autem，　quant㎜樋s　iusti盒catus，1iber㎜se　e説ab　observatione　mandatorum

putare　debet；nemo　temeraria　illa　et　a　Patribus　sub　anathemate　prohibita　voce　uti，　Dei

praecepta　homini　iusti且cato　ad　observand㎜esse　impossibilia3九

一で断罪されている命題の否定形を公会議の教義として提示したものである。この第11章は，

アウグスティヌスの「正しく善なる神は不可能なことを命じることができなかった」という一節4）

などと共に，モリニストによって「神は掟を守るための十分な恩寵を全ての人に与えており，掟

は常に可能である」という彼らの教義を支える根拠とされている部分である5）。「恩寵文書』では

彼らの教義が冒頭部の要約の命題と関係づけられて否定される。

それでは執筆時期の最も新しいD5からパスカルの議論を見て行こう。この小論の目的は，「掟

は義人にとって不可能ではない」という命題に教会（教父たちとトレント公会議）が与えている

真の意味は1）「義人が掟を守るのは不可能ではない」《Qu’il　n’est　pas　impossible　que　les　justes

accomplissent　les　commandements》，2）「掟は，行為を起こすのに神の側からは何も欠けるこ

とのない十全で完全な能力を行使することによって，全ての義人にとって常に可能である」《Que
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1es　commandements　sont　toujours　possibles　a　tous　les　justes，　de　ce　plein　et　demier　pouvoir

auquel　il　ne　manque　rien　de　la　part　de　Dieu　pour　agir》のどちらであるかを検証することであ

る6》。その検証法としてパスカルは三つの方法をあげる7）。第一の方法は「命題の言葉から，命題

の言い表わす意味とそこから自然に出てくる意味を調べること」《d’examiner　par　les　termes　de

la　proposition　quel　est　le　sens　qu’elle　exprime　et　que　ron　en　forme　naturellement》，第二の方

法は「教父たちとトレント公会議がこの決定をしたときの目的から彼らがどちらの意味を念頭に

おいていたかを調べること」《d’examiner　par　1’objet　qu’ont　eu　les　Peres　et　le　Concile　eu　faisant

cette　d6cision　lequel　de　ces　deux　sens　ils　y　ont　eu》，第三の方法は「テクストの続きとこの命題

を説明している教父たちと公会議の他の章句からどちらが真の意味かを調べること」《d’exam・

iner　par　la　suite　du　discours，　et　par　les　autres　passages　des　P6res　et　du　Concile　qui

rexpliquent，　lequel　est　Ie　v6ritable》である。結論は，教父たちと公会議の真の意味は，第一の

意味（これは後に具体化されジャンセスムの教義であることが知られる）であり，第二の意味（モ

リニストの意味）ではあり得ないということになるとあらかじめ告げて，パスカルは論証に移る。

我々もこの順序に従って彼の議論を追って行くことにする。

命題の表現による第一の分析では，命題の意味が第一の意味にしかならないことは「言葉に対

する理解さえあれば明らかである」《la　simple　intelligence　de　la　la㎎ue　Ie　t6moigne8）．》。

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　○　　　●　　　●

あることが不可能でないと言うことは，すなわち，あることが十全で完全な能力によって
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

常に可能であると言うことである，と主張できるような文法規則は存在しない。というのも

あることが不可能でないようにするには，それが時に可能であれば十分であり，それが常に

可能である必要はないからである。

il　n’y　a　point　de　r691es　de　grammaire　par　lesquelles　on　puisse　pr6tendre　que　dire

qu’une　chose　n’est　pas　impossible　soit　direσ碗1Z68s’lb毎o〃7sρoss必陀4％ρ彪伽6’42魏名〃

ρoz〃06ろ　puisqu’il　sufHt　qu’elle　soit　possible　quelquefois　pour　faire　qu’elle　ne　soit　pas

impossible，　sans　qu’il　soit　n6cessaire　qu’elle　le　soit　touj　ours9）．

パスカルは，人が戦争をすることは不可能ではないが，実際にそうすることは誰にもできると

いうものではないこと，人が60歳まで生きることは不可能ではないが，誰もがこの年齢まで生き

られるわけではないこと，といった日常レベルの表現の例をあげ，問題の命題「掟は義人にとっ

て不可能ではない」も日常言語の感覚からすれば，第一の意味「義人が全て掟を守れるわけでは

ない」が出てくるはずで，第二の意味「全ての義人が常に掟を守ることができる」にはならない

ことを示すゆ。

命題をこのように日常言語の言い回しから解釈することは，アルノーの「ジャンセニウス氏の
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第二の弁護』には見られなかったパスカル独自の論法である。恐らくアルノーであれば《文法規

則》によってではなく《論理学の規則》によって，全称否定命題，特称肯定命題といった術語を

用いて説明するところではないかと思われる。実際，「論理学と理性の規則に反する」《contre　les

r691es　de　la　Dialectique　et　de　la　raison》という言い方でアルノーはアベールを何回か非難して

おり，例えば《類概念》genreと《種概念》esp◎ceの混同が槍玉にあげられているu）。逆にこうし

た堅苦しい論理学用語はパスカルの嗜好に合わないのである。・

第二の公会議の《目的》obj　et，言い換えれば《意図》intentionによる検証12）によっても，「掟

は義人にとって不可能ではない」という命題の意味は第一の意味でしかない。

このこと［誰かが何かが不可能であると言ったのに対し，別の人がそれは不可能ではないと

言った場合は，ただ先に肯定された内容をそのまま否定しているだけであるということ］が一

般的に認められるとすれば，いま問題になっている特殊な主題についても，教父たちや公会

議が「掟は義人にとって何がどうあっても全く不可能である」という［ルター派の］誤りを断

罪せねばならなかったことを指摘するだけで，彼らが打ち立てた逆の命題（「掟は義人にとっ

て不可能である」）の意味が「人間が掟を守ることは不可能ではない」に他ならないことは誰

にも理解できるはずである。

Cela　6tant　pos696n6ralement，　il　n’est　plus　question　sur　ce　sujet　particulier　que　de

faire　voir　que　les　Pさres　et　le　Concile　ont　eu　cette　erreur　a　combattre，（初惚s　oo吻伽％必

〃z62z雄so〃∫ゴ〃ゆoss必陀sα鱗ノ〃sムお4物〃6ゴ勿ρoss必ゴ1∫彪づ％加ηoゴδ4｛ろpour　faire　entendre　a　tout

le　monde　que　la　proposition　contraire　qu’ils　ont　6tablie　n’a　autre　sens　que　celui・ci：（ン〆ゴ1

％襯加εゴ吻OSεゴ∂1勿〃8な3加〃2〃2a3吻ゐS8π2θ％’嬬‘0〃2〃2σ勿伽6鳩13死

公会議はルター派によって「肯定されたことを否定」《nier　ce　qui　6tait　am㎜614）》しただけ

であり，「掟は十全で完全な能力を行使すれば常に義人にとって可能である」というモリニストの

意味は「この箇所では問題にされていない」《il　n’en　6tait　pas　question　en　cet　endroit15》》のであ

る。

意図による以上の議論は，アルノーが（そして彼の記述によればバルコスが）用いたのと方法

論的には同じである16）。ただし彼がそこでは，ジャンセニウスの教義は公会議の意図する断罪対象

であるルター派・カルヴァン派の教義とは無関係であると，モリニストを視野に入れずに二項的

に論じ，また全般的にも，ジャンセニウス対ルター派・カルヴァン派，もしくはジャセニウス対

モリニストの二項的図式の論証をしていたのに対し，パスカルは教会（ジャンセニスト）・ルター

派・モリニストという三項関係で問題を論じる。この三項の間の関係については，第三の方法で

ある文脈による命題の意味の検証によって明らかにされる。　　　　　・
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さて，ここまでで「掟は義人にとって不可能ではない」という命題は「義人が掟を守ることは

不可能ではない」という意味でしかないことが明らかにされたが，この二つの命題はトートロジ

一であり，またその点にこそこの第一の意味の正当性があったのであるが，それだけでは命題に

含まれる具体的な教義は不明である。第三の文脈からの意味の検証によって，この命題の背後に

ある教会の教義が具体化され，同時に命題のモリニストの意味は実は公会議によって断罪されて

いることが示される。D5は第二の方法までで絶筆しているので主にD1の議論を追うことにす

る。

まずパスカルは問題の命題が取り出されたトレント公会議第6総会第11章冒頭部に続く次の証

明部分一一一

「というのも神は不可能はことを命じているのではなく，その命令によって，あなたのでき

ることは行い，できないことは神に祈り求めるよう促されているのであり17）」，あなたができ

ないことを行えるよう助けてくださるからである。「神の掟は難しいものではなく（1ヨハ，

5，3）」，また「その範は負いやすくその荷は軽い（マタ，11，30）」。なぜなら神の子であ

る者はイエス・キリストを愛する，ところでキリスト御自身述べているように，キリストを

愛する者は彼の言葉を守る（ヨハ，14，23）。そしてこのことは神の助けがあれば可能である

からである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

’Nam　Deus　impossibilia　non　iubet，　sed　iubendo　monet，　et　facere　quod　possis，　et　petere

quod　non　possis’，　et　adiuvat　ut　possis；“cuius　mandata　gravia　non　sunt”［1105，3］，cuius

“iugum　suave　est　et　onus　leve”［cf．〃’11，30］，　Qui　enim　sunt　mii　Dei，　Christ㎜

diligunt：qui　autem　diligunt　e㎜，（ut　ipsemet　testatur）servant　sermones　eius［1b　1423］，

　　quod　utique　cum　divino　auxilio　praestare　possunt18）．　　　　　’

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

黷ｪ，神は時に義人に彼のそのままの力では不可能な掟を命ずることがあるが，その掟は神の

恩寵の助けがあれば可能になる，という教義であると解釈し，そこではルター派の誤りが排斥さ

れていることを指摘する19）。

次に，第11章の結論部分一一

以上のことから，「義人はあらゆる善行において少なくとも小罪を犯す，～或いは更に許しが

たいことであるが～永遠の罰を招く」と言う者はキリスト教の年当な教えに反するものと結

論される。

一Unde　constat，　eos　orthodoxae　religionis　doctrinae　adversari，　qui　dicunt，　iustum

in　omni　bono　opere　saltem　venialiter　peccare，　auto（quod　intolerabilius　est）poenas
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aeternaS　mereri20》．

一から，断罪された命題を否定形にし，さらに簡略化することで，教会の教義を「義人はあら

ゆる行為において罪を犯すわけではない」《les　justes　ne　p6chent　pas　en　toutes　leurs　actions》

という部分否定の命題で表し，そこから義人は常に掟を守る力をもつわけではない，という帰結

を引きだし2°》，これこそが冒頭の命題の真の意味であることを示す。また，提示された命題から「義

人は常に罪を犯すとは限らない」という結論が出た以上，この結論とは無関係な「義人は常に掟

を守る力をもつ」が命題の意味であるはずはない，と述べ，この意味を退ける。

最後にパスカルは，規定第22条に語句の定義・命題の言い換えを施すことによって，教会の教

義をさらに具体化し，同時にモリニストの意味が問題となっていないばかりでなく，はっきりと

断罪されていることを証明する。

トレント公会議第6総会規定第22条：

義とされた人が，神の特別な助けなしに，授かった義のうちに堅忍できる，或いは逆にご

の助けをもってしても堅忍できない，と言う者あれば破門さるべし。

Si　quis　dixerit，　iusti五cat㎜vel　sine　speciali　auxilio　Dei　in　accepta　iustitia留rsever・

are　po鈴e，　vel　c㎜eo　non　posse：anathema　sit22）．

@　　　　　　　　　　　　A

義人が堅忍するとは即ち，いま現在義の状態にある人が次の瞬間にも掟を守り大罪を犯さない
●　　　●　　　●

でいることである23）。さて，規定第22条によれば堅忍に必要な恩寵は「神の特別な助け」である

が，これは「全ての人に共通ではない」《qui　n’est　pas　commun　a　tous24）》助けという意味であ

る。従って堅忍のための，言い換えれば掟を守るための恩寵は全ての義人に与えられるとは限ら

ない。ところで義人は恩寵の助けによってのみ掟を守り，堅忍することができる。従って規定第

22条は，義人は《掟を守るのに神の側から何一つ欠けることのない十全な完全な力》を常にもつ

とは限らない，と決定していることになり，この力を義人は常にもつとするモリニストの意味は，

この規定により間接的ではあるにせよ断罪されていることになる。

さらにこの過程で「掟は義人にとって不可能ではない」という命題に含まれる教義が以下の内

容であることも明らかになった。

掟の可能性に関するトレント会会議の真の意味は次の通りである。掟は恩寵をもってすれ

ば可能であり，恩寵がなければ不可能である。恩寵の助けにより，行為を起こすのに神の側

から何も欠けることのない十全で完全な力が与えられ，それによって義人は掟を守ることが

できるが，その恩寵は義人の内に存在することもあればしないこともある。神は誰に対して
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も恩寵の助けを与える義務を負っておらず，御自身の知恵の窺い知れぬ法則によって御心の

ままに恩寵の助けを与えたり取り上げたりなさるからである。

le　v6ritable　sens　du　Concile　de　Trente　touchant　la　possibilit6　des　pr6ceptes　est　qu’ils

sont　possibles　avec　la　grace　et　impossible　sans　la　grace，　et　que　le　secours　de　la　grace，　qui

1es　rend　possibles　de　ce　plein　et　demier　pouvoir　auquel　il　ne　manque　rien　de　la　part　de

Dieu　pour　agir，　est　pr6sent　aux　justes　ou　absent　selon　qu’il　plait　a　Dieu，　qui　ne　le　doit　a

personne，　de　le　donner　ou　de　le　retirer，　selon　les　lois　imp6n6trables　de　sa　sagesse24）．

以上の教義はまた，掟を守る力を与える恩寵の力を否定するルター派と掟を守る力を人間の自

由意志の決定に委ねるペラギウス派という全く逆の誤りを共に否定し，前者に対しては恩寵の力

を，後者に対して恩寵の必要性を擁護せねばならない状況で，教会が必然的に唱えるべき教義で

もある26）。教会（ジャンセニスム或いは聖アウグスティヌス）の教義を互いに対立するルター派と

ペラギウス派（モリニスム）の二つの誤りの中間に位置する真理とみなすこのような三項的な弁

証法的議論は，意図による検証のところで触れたように，アルノーには見られないものである。

もっともメナール氏によれば，これはパスカルのオリジナルではなく，モデルはアルノーの「ジ

ヤンセニウス氏の第二の弁護』より後に書かれたジャンセニストたちの著作の中に存在するとい

うことであるので27），弁証法的思想が「パンセ」をはじめとする彼の著作を特徴づけるきわめてパ

スカル的な思想であるという周知の事実はさておき，我々としては別の観点からアルノーと異な

るパスカルの独自性を指摘するにとどめたい。それは，パスカルがアルノーのようにジャンセニ

ウスの教義をまず示し，それとトレント公会議の決議との一致を示すのではなく，その権威が万

人に認められている公会議の文面のみから出発して，命題の言い換え，語句の定義といった，少

なくとも一見したところでは反駁しようのない合理的論理操作を経ることによって，結局はジャ

ンセニスムの教義と等しくなる教会の教義を抽出したという点である。彼はジャンセニウスを弁

護することなく，或いはむしろ弁護しないことによって，アルノー以上に説得的にその教義の正

当性を証明していると言えよう。

おわりに

トレント公会議の文面は，直接的にはジャンセニストに不利にこそなれ有利になるものではな

かった。その権威が無視できない公会議の決議に対し彼らのとった方法が，テクストの解釈，し

かも公会議の意図，語句・命題の言い換えによる恣意性を排した解釈であったと言えよう。曖昧

な語句を明快な言葉で定義し直し，曖昧な命題はより明快な命題で言い換える，という《幾何学
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的精神》の適用によって，公会議の文面の隠れた意味を明ちかにし，曖昧な文面から一義的な教

義を抽出する，というこの作業は，神学は理性の学問ではなく権威の学問であると述べていた『真

空論序説』と矛盾するものでは決してない。メナール氏も指摘するように，神学において排除さ

れているのはただ推論のみに頼ることであり，権威の言語という所与に対して理性を行使しその

意味を明らかにすることは，権威の学問がまさに目指すところに他ならないからである1》。また，

公会議の文面を等価の語句・命題で言い換える限り，そこから帰結される教義はやはり正当な教

義であり，「新説」を生じることもない。

以上がアルノーとパスカルの権威の言語に対する共通する態度であるとすれば，両者の違いは

どこに見出すことができるだろうか。彼らは共に万人に理解可能な神学議論を心掛けている。し

かしアルノーの方はどちらかといえば論理学的色彩が強く，いわば理性の神学であるのに対し，

パスカルの方は日常の《オネットム》的言語感覚に重きを置く，（理性よりも幅広い意味での）良

識bon　sensの神学と言えるのではないか。本稿でのごく限られた分析からはとりあえずこの一点

を挙げるにとどめ，その先は次回以降の論文に譲りたい。

註

＊本稿は，1992年5月9日，京都大学フランス語学フランス文学研究会第8回総会での口頭発表の内容

に大幅な加筆訂正を施したものである。

＊パスカルの引用は，Pascal，（翫〃㎎s　60吻ぬ18s（以下㏄と略記），　Paris，　Desc16e　de　Brouwer，6d．

Jean　Mesnard，1964（t．1），1970（t．II），1991（t．III），1992（t．IV）から，アルノーの引用はAntoine　Amauld，

㊨吻鳩60〃ψ伽⑳Paris－Lausanne，1775・1783，43t．から行った。なお，本文中の引用の日本語訳は，翻

訳のあるものは参考にさせていただいたが，原則として拙訳である。

はじめに

1）　メナール版ではフォジェールにならって『真空論序言』の執筆年代を1651年としている（cf　OC∬，

p．773．）。プランシュヴィックは1647年説を提示しているが，小柳公代氏は『序言』の内容と『真空論』

の数値の分析から，「序言』の執筆年代についてプランシュヴィック説に賛同している。（c五小柳公

代『パスカル直観から断定まで一物理論文完成への道程」，名古屋大学出版会，1992，pp．165・167，

320・323．）

2）　　Pasca1，　P猶師z66　s％7♂θ’πzゴ彪14〃〃‘鷹0（πp．778．

3）　ゴ醐．

4）　　cf　《Et　qui　pourra　rien　ajouter　de　nouveau　a　ce　qu’iIs［＝les　livres］nous　en　apprennent，

puisqu’on　ne　veut　savoir　que　ce　qu’ils　contiennent～　C’est　l’autorit6　seule　qui　nous　en　peut

6claircir．》　（ibid．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

5）　づ∂鼠，P．779．
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6）　弼鳳

7）　弼4．

8）　ゴ∂泓

9）　必鼠

10）　理性に対立する権威の学問として神学を把えるパスカルの考え方は，神学と哲学を，前者は記憶，

伝承権威に基づくものとして，後者を理性に基づくものとして峻別したジャンセニウスの『アウグ

スティヌス』第2巻序論「神学の方法」の内容を発展させたものである。また，人類の知が実験を積

み重ねることで増加し，学問が進歩するという考え方はべ一コンの『ノヴム・オルガヌム』に非常に

近い。c五Pascal，　P吻1π66　sκ7　Z6吻吻4％加4名0αZ，《Notice》，pp．774・775；p781，　n．1．

11）　　Pascal，6ゆ．6鉱，　p．779．

12）　ゴ∂鼠

13）　ゴ∂鼠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

P）　ペラギウス主義は，5世紀初頭にペラギウス，カエレスティウス，エクラヌムの司教ユリアヌスに

よって主張された異端の教義である。彼らは人間本性の力を強調し，人間には創造の恩寵として，律

法（掟）と，それ自身で律法を守り善行を行う力をもつ自由意志とが授けられていると考える。また

アダムの原罪が遺伝によって全人類に及んだことを認めず，救霊にあたっての恩寵の絶対的必要性を

否定する。ペラギウス派の主張は，原罪による人間の自然の破壊とその救済からの神の恩寵を説くア

ウグスティヌスにより激しく反駁される。さて，恩寵の絶対性の立場に立つアウグスティヌスの主張

への反動として，カトリック教会内部から，原罪とキリストの恩寵による救済は受け入れ，決して異

端ではないが，しかし救霊における自由意志の働きを強調しペラギウス派に近づく傾向をもつ人々が

現れた。彼らはその傾向性から半ペラギウス派と呼ばれる。恩寵の絶対性は自由意志を否定するもの

であるとのアウグスティヌスへの批判はまず北アフリカから，ついで南フランスで起こり，彼らの主

張を一言でまとめることは容易ではない。その主張の主要な点を一つ挙げるならば，信仰の開始を自

由意志に帰し，信仰を堅忍し永遠の生命を得ることも自由意志による恩恵の受容によるとした点であ

る。これは恩寵の働きを自由意志の同意に従わせることであり，救霊は人間の功績によって与えられ

るとするペラギウス派の功績主義に通ずる。アウグスティヌスは，信仰の開始にあたっては神の恩寵

が意志の働きに先行して与えられ，次に自由意志がその恩寵によって働きかけを受けた結果，人が善

行を祈り求めると，その祈りに対し善行を行い信仰を堅忍する新たな恩寵が神から与えられるとし

て，救霊における自由意志の働きを否定することなく恩寵の絶対性を主張した。（『アウグスティヌス

著作集9・10～ペラギウス派論駁集（1）・（2）～』，教文館，1979，1985，総説（金子晴勇）参照）

2）　cf．　J．　Carreyre，《Jans6nisme》in　1）ゴ漉oη㎜ゴ7θ4ε傭01ρg2珍o励o勿麗（以下DTCと略記），

Paris，　Letouzey，1924，　t．8，　col．450，470．

3）　トレント公会議は第19回万国公会議として1545年から1563年にかけて三期に分けて開催され，ルタ

一・ Jルヴァン等プロテスタントの宗教改革運動に対し，カトリックの教義を明確に提示した。

4）　ルーヴァン大学神学教授バイウスMichel　de　Bay（Bafus）に帰された76命題の教義は，自由意志を

否定しカルヴィニスムに通ずるものとして，1567年に教皇ピウス5世により断罪され，その決定は

1580年に教皇グレゴリウス13世によって追認された。なお，1642年，ジャンセニウスの「アウグステ

イヌス」は，教皇ウルバヌス8世の大勅書「イン・エミネンティ」伽6〃吻6漉により，断罪された

バイウスの命題のいくつかを繰り返しているとして，読むことが禁じられた。Louis　Cognet，　Lの伽・
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s動な〃26Paris，　P．U．F．，　coll．《Que　sai昏j　eP》，1961，　PP．10－11；J．　Carreyre，ψ．6鉱，　col．452．

5）　　　J．Carreyre，ρρ．　o舐，　co1．450．

6）　ゴ∂鼠カレールの記述によれば，イエズス会士はジャンセニストの教義との違いを，万人のための

賄罪，十分な恩寵，恩寵への抵抗と自由，掟の可能性，不完全痛悔などに関する18の命題にまとめ

た。ここには1649年にニコラ・コルネにより提出される五命題のテーマがすでに見られる。

7）　E6燃s〃γ伽G痂偽《Notice，　III．　Date　et　sources》，0（皿P。586．なお同版の年表では，執筆

開始はより詳しく1655年10月と推定されている。ゴ∂鼠，p．16．

8）　パスカルは「恩寵文書』において，ジャンセニストの教義を教会の教義（2e　Lettre），聖アウグス

ティヌスの弟子たちの教義（2e　Traitg），聖アウグスティヌスの教義（387短惚）として論じてい

る。

9）　J．Carreyre，砂．6鉱，　co1．454，466－469．；Amauld，（翫”螂，　t．XVI，《Pr6face　historique》，pp．　xi－xvii．

10）　メナール氏は，『恩寵文書』の「論孜1」1〃7勉∫彪がアルノーの『ジャンセニウス氏の第一の弁

護』から引用，論証を大幅に借用していることから，「ジャンセニウス氏の第二の弁護』も当然参照に

しているであろうと述べている。ただし，『恩寵文書』と『第二の弁護』の引用が出典・引用範囲共に

重なることはそれほど多くない。0（皿，《Notice》，pp．549・550，566－567．掟の可能性について引用

箇所が完全に一致するのは，我々の調べた限りでは，アウグスティヌスの「再考録』1～6吻6纏oηεs第

1巻第10章の一節のみである。もっともこれは『恩寵文書』の主要な原典の一つである『三人論集』

丁廊にも引かれており，パスカルの引用はむしろこちらによっていると思われる。cf．　Sθ60％鹿

ノ4ρo‘ogづ6ρoκ7〃．ノ伽s動ゴ％s，　t．XVII，　p　235；E6γ爵sπ7伽0勉αろOC皿p．667（L3，§8），　p　679（L4，

§§6・7）．

11）　Amauld，　S6ωη4θAρo♂ogゴθρo％7〃．ノ召鷹伽s，　t．　XVII，　p．221．

12）　　J．Carreyre，ρρ．　o鉱，　col．454．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

P）　Jans6nius，∠4㎎％s伽駕t．3，1．3，　c．13；texte　cit6　dans　Amauld，（ψ．蹴，　pp．220・221，　note（a）．

2）　義化に関するトレント公会議第6総会の勅令は，序，16の章，33条の規定canonから構成される。

『カトリック大辞典』の説明によれば，《章》は教会の正統な教義の説明，《規定》は正統な教義に対

立する誤りの簡潔かつ総合的な表現による断罪である。DTC，　t．3，　co1．665．

3）　　Denzinge卜Schδmnetzer，　E％o乃師4ゴo％亀ηzδo♂07π鵬」Dφη漉o％％〃36’D26々z勉ガoπ％〃z　46彫∂％s

餌θゴθ’〃zo7麗〃z，　Freiburg，　Herder，1955，1568．

4）　トレント公会議の《意図》intentionという表現は，アルノー自身によって，掟の可能性に関する規

定第18条についての論証の直前，恩寵と自由意志の協働に関する第6総会規定第4条についての議論

で用いられている。cf　Amauld，ρρ．｛滋，　p．381．

5）　Amauld，（ψ．（滋，　p．221，　note（c）；p．382．

6）　　　必ゴ41，pp．382－383．

7）　cf．《Ce　qui　est　plus　clair　que　le　jour　par　le　Chapitre　ll　de　la　meme　S6ance，　auquel　la　citation，

qui　est　a　la　marge　de　ce　Canon，　renvoie　les　Lecteurs　pour　en　avoir　l’intelligence　enti6re，　o血le

Concile　condamne　ceux　qui　disent言“que　le　Juste　pδche，　au　moins　v6niellement，　en　toutes　ses

bonnes　ceuvres：ou　meme，　ce　qui　est　plus　insupportable，　qu’il　m6rite　les　peines　6temelles．”》

（∫∂鼠，p．383．）問題の章句は第11章の結論部からの引用でここではアルノーにより仏訳されている。

8）　c£《Nous　ajouterons　seulement，　pour　r6pondre　aux　J6suites，　de　qui　M．　Habert　a　pris　cette
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obj㏄tion，　que　le　Cardinal　Bella㎜in　r㏄o㎜ait，　que　1’impossibilit6　de　la　Loi，　condamn的par　le

Concile　de　Trente，　n’est　autre　que　celle　qu’enseignent　les　Luth6riens　et　les　Calvinistes，　qui　veulent

que　la　Loi　soit　impossible　au　Juste　meme，　agissant　par　la　grace：［．．．］》（弼の

9）　トレント公会議第6総会規定第16条の文面は次の通り　：

「特別な啓示によって知る以外に，終わりに至るまでの堅忍の大いなる賜を必ずもつと絶対確実な確

信をもって言う者あれば，破門さるべし」

《Si　quis　magnum　illud　usque　in負nem　perseverantiae　donum　se　certo　habiturum　absoluta　et

infaillibili　certitudine　dixerit，　nisi　hoc　ex　specialli　revelatione　didicerit：anathema　sit．》（Denzin・

ger，ρρ．α軌，1566．）

10）　Amauld，⑫．　o∫’．，　p．222．なおアルノー議論を図解すると次のようになる。

正統：ジャンセニウス）時に義人は掟を守れず義の状態から失墜する
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll

ｳ統：トレント公会議（規定第16条））義人は堅忍の賜を確信できない
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

@　　　　　　　　　　　全ての義人は堅忍の賜を確信できる

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li

@　　　　　　　　　神は全ての義人に常に堅忍の賜を与える

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

@　　　　　異端：モリニスト）義人は常に掟を守ることができる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、

hII

1）　断罪された第一命題の原文は次の通り：《Aliqua　Dei　praecepta　hominibus　iustis　volentibus　et

conantibus，　secundum　praesentes　quas　habent　vires，　sunt　impossibilia；deest　quoque　illis　gratia，

qua　possibi1ia　fiant．》（Denzinger，砂．α゜ム，2001．）

2）　Amauld，（E励π3s，　t．XIX，《Pr6face　historique》，　p．　XLV；Louis　Cognet，（ψ．6鉱，　p．68．；Pasca1，

L㏄P物耽勿妬Paris，　Gamier，6d．　L．　Cognet，1965，　p．35，　n．3．

3）　　Denzinger，砂．α軌，1536．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

4）Saint　Augustin，1地漁纏g伽，　c．69：《eo　quipl児ipso五1mi舘ime　creditur’deum　iust㎜

et　bonum　inpossibilia　non　potuisse　praecipere’，［＿］》（（翫o㎎s吻sα編A㎎癬ゴπ，　Paris，　Desc16e

de　Brouwer，　coll．《Bibliotheque　augustinienne》，　t．21，　p．408．）

5）　上記のアウグスティヌスの一節は，アベールにより掟が常に可能であることの根拠として引かれて

いる。cf．　Amauld，　S伽〃吻！1ρo‘09づθρ碑プ1匠．ノ伽s吻ゴ％s，　t．　XVII，　P．223．またモリニストのベラル

マン枢機卿は，トレント公会議第6総会第11章前半部をやはり掟が可能であることの根拠としてい

る。cf必ゴ4．，　p。383；Carreyre，αρ．σ鉱，60乙370．

6）　　Pascal，　E6η゜ごs　s〃7勉G猶漉6，0C皿p．748（D5，§2）．

7）　　ゴ∂鼠　（D5，§3）．

8）　　必昭．，p．749（D5，§9）．

9）　　必ゴ4．，pp．749・750（D5，§9）．

10）　　必鼠，p．750（D5，§§10・14）．

11）　cf．《Car　M，　le　Th6010gal　pouvait　bien　consid6rer，　s’il　eat　voulu，　qu’il　y　a　plusieurs　sortes　de

Llvres　d6fendus，　et　que　les　uns　le　sont　a　cause　de　la　mauvaise　doctrine，　et　les　autres　seulement

28
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acause　des　circonstances　ext6rieures；co㎜e　du　bmit　et　du㏄andale　qu’ils　causent，　ou　de　ce

qμ’on　n’a　pas　gard6，　dans　leur　publication，1es　formes　prescrites　par　les　Loix　de　1’Eglise．　De　sorte

que　vouloir　pr6tendre，　avec　M．　Habert，　qu’un　Livre　est　d6fendu　a　cause　de　la　mauvaise　doctrine

qu’il　contient，　parce　qu’il　est　simplement　d6fendu，　o’麟ρoπ7鋸θ74ゑs彪ηηεs　4肉勘∫‘osρρ燃g粥

〃．‘θ7勧」（即1ηθ鋤’邦勧o矧α禦〃卿彪7顔㎜励θ〃彿’4π解脚δ1’的）伽，oθ曜観

oo〃舵如π彪s‘θs塙g‘εs　42伽1）翅60吻％6θ’鹿伽η鴬oη．》（Amauld，ρρ．6ゴ’．，　p．69．強調引用者）

なお，アウグスティヌスが「神は全ての人が救われることをお望みになる」（1テモ，2，4）という

聖書の箇所を，救われるのは全ての人ではなく選ばれた人だけであると解釈する際に，日常言語の言

い回しを援用しているのを，アルノーはわざわざ論理学の概念を持ち出して紹介しているのは興味深

い。cf．《S．　Augustin　se　sert　principalement　de　deux　explications．　La　premiere　est：g％6　D吻

・・蜘繍郷込加糀s・・ゴ・％畑燃・1・’・・t・a・di・e，”燃・・脚π漉・・剛ρ・脚・伽〃矧

lJ’㏄’σ％θρ〃sαs2協600‘o％彪Et　c’est　ce　que　les　Logiciens　appellent（ainsi　que　S．　Thomas，　qui

rapporte　et　approuve　cette　explication，1e　t6moigne）跳師∂編oπ6初60物初o｛面吻∫une　distribution

accommod6e　au　sujet　dont　on　parle．　Et　S．　Augustin　co面rme　cette　explication　par　des　exemples

tr6s　clairs，　tant　de　la　maniさre　ordinaire　de　parler　des　hommes，　que　des　Ecritures　Saintes．［．．．］

II　apporte　encore　un　autre　exemple　aussi　commun，　dans　le　L伽㎎s珈゜∂〃躍coπ’㎎ノ擁8η：Co彿耀

0％4露4’朋θ㎜誌0π，0朗1％ンασ吻ηθρα吻，9粥励Sθη∫紹η’ρ〃6¢漉ρα吻吻ηS6召漉〃η誌0π∫

〃0η9％θ’0粥θη加〃’伽欝66漉〃廊0η，〃廊鋤τ6解ρ6鴬0ηηθ勿θπ加9紹ρ〃6醜ρ0吻．》

（Arnauld，ル2〃2諺紹∠4ρ01ρgゴθρoκγルf．必zηs動勉s，　t．　XVI，　p．207．）

12）　《意図》intentiOnという語はEヒ漉S膨7伽G励¢OC皿p．653（L2，§21）；p．719（D1，§7）で用い　　’r

られている。

13）　　Pasca1，　Eごη’ごs　sπ7伽G短6島OC皿p．751（D5，§18）．

14）　　必づ4．（D5，§16）．

15）　　あ鼠，p．719（D1，§9）．

16）　メナール氏の指摘によれば，この意図による論証は1’abb6　de　Bourzeis，　L¢伽4’娚A∂∂6δ〃”

Ez／64z昭sκ7！ヒz　60ηノわ7ηzゴ彪48　sσゴπ’ノ1㎎z偲彦ゴ〃oz／66彪Coηoゴ陀48丁紹％彪吻〃sゐz　4と）6’π’πθ46勉9耽θ

（1649）；、乙6”紹4’％”ノ1∂δ｛ゴδκπノ1∂∂6s％〆凌z　60ηノわ初zゴ彪146　sαゴ〃’ノ1㎎z薦’ゴηαz2θ6彪Coη6ゴ彪467ンθη彪

めκcんz7z’凌zρoss必ゴ1ゴ彪伽co〃z〃ηπ46〃zθ％」灼4ゴ”づ螂（1649）；L6」鯵㎎4’z〃z／1∂∂6δ％πみ禽玄42〃’s％γ勉

60吻ηη漉42｛疵π’A㎎襯ゴ％膨6Z6　Co％o漉421弛漉如％σ加％’んz物惚紹4θ〃’込ノ％s趣

ρθ卿θ〃’4伽趣θプD伽θ’配㎎θ㎜伽46勿蜘禽吻砺（1649）にも見られる。．OC皿ρ．567

17）　Saint　Au窪ustin，．D6〃α勿㎎6ちgη地c．43．

18）　　Denzinger，ρρ．α゜ム，1536．

19）　　Pasca1，　Eヒ”°まs　s％7伽G痂6名0αZζp．720（D1，§§12・14）．

20）　　Denzinger，｛4）．　o鉱，1539．

21）　　cf．　《［．．．］，　i1［＝1e　Concile］conclut　en　cette　sorte：

D’0朗1S’θ㎜髭％伽S麟名膨％∫　　娚吻60η吻’　　9％8α㎜・のS’吻OSθ”’δ勉〃朔諺吻

勉ノ梶σ痂so漉θ〃η8初9瑠伽ノ駕s伽ρ働加撹θπ伽幡勉欝α漉oηs．

Sur　quoi　il　est　ais6　de　juger　que，　puisque‘θCo7zoゴ陀α07麗α〃oゴ7ωπ01πραγsεsρα70彪s’

1）oηo彪sブz偲彪s”θρ∂6んθπ’ραsθ7¢’oz6云¢s属磯zsσ6蕗o郷」ce　qu’il　avait　propos6　par　celles・ci：Lθs

60〃2〃究zη42〃z6η訟s％6　so％’ρosゴ吻03s必Z㏄ごz雄ノz俗ホθ畠il　n’avait　entendu　autre　chose　sinon　qu’il　n’est

pas　impossible　qu’ils　observent　quelquefois　les　pr6ceptes，　et　non　pas　que　les　j　ustes　ont　touj　ours

1e　pouvoir　de　les　observer；puisque　autrement　il　n’aurait　ni　prouv6，　ni　conclu　ce　qu’il　avait

propos6．》　（Pascal，」暁π゜なs％ア勉0矯cε，　OG硯p．721（D1，§§15－16）．強調引用者）
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22）　　Denzinger，6φ．　o鉱，1572．

23）　cf．《pers6verer　dans　la　j　ustice　n’est　autre　chose　qu’observer　les　commandements　a　rinstant

suivant》（Pasca1，翫燃膨7勉G魏06，0C皿p．654（L2，§25）．この部分の詳しい論証はゴ6鼠，　pp．

654－656（L2，§§24・29）を参照のこと。

24）　　cf．ゴ∂鼠，　p．655（L2，§27）；p．722（D1，§22），　etc．

25）　　ゴδ鋸．，p．746（D4，§1）．　cf．必配．，　p．722（D1，§23）．

26）　　cf．ゴ∂鼠，　p．722（D1，§§23・24）；p．727（D2，§28）．

27）　メナール氏はBourzeis，五θ㍑紹〃κ”、4∂∂6　a　un　Abb6；ibid．，　S扉％’、4㎎欝励擁6如露微42（コ召ん勿

θ’鹿〃∂伽α（1652）；Lalane，　etc．，　E厩なδ掬誌60‘o観お（1653♪を挙げている。0αZZ　p．570．なお

「恩寵文書』における弁証法的議論についてはibid．，　pp．632－636．

おわりに

1）　　Pasca1，　Eoガなs％7勉0励6，0C皿ζ　《Notice》，　p．626．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　’
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